
長岡市公告第１５１号
　　　

制限付き一般競争入札の実施について（公告）
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項及び長岡市財務規則（平成３年

長岡市規則第１５号）第１２９条第１項の規定により制限付き一般競争入札を実施するので
次のとおり公告します。
　　令和８年５月１８日

長岡市長　　磯　田　　達　伸
１　委託概要

（１）業 務 名　スマートフォン教室企画運営等業務
（２）委託期間　契約締結日から令和９年２月２８日まで
（３）業務内容　スマートフォン教室企画運営等業務仕様書（以下「仕様書」といいま

す。）によります。
２　入札参加資格要件
　　この入札に参加する者は、次に掲げる全ての要件を満たす者であることとします。

（１）過去３年間において国又は地方公共団体が実施する高齢者向けデジタル活用支援事
業（スマートフォン教室等）の受託実績を有する者

（２）次のいずれかに該当する者でないこと。
　　　ア　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

者
　　　イ　長岡市に納付すべき市税の滞納がある者
　　　ウ　国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税の滞納がある者
　　　エ　この公告の日から入札書の提出日までの期間に、長岡市の指名停止措置を受けて

いる者
３　入札参加申請書の提出

この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出してください。
（１）提出書類　

　　　ア　一般競争入札参加申請書
イ　法人又は商業登記の登記簿謄本又は登記事項証明書の現在全部事項証明書　（発

行日から３か月以内のもの。写し可）
ウ　市税の未納がない証明書（発行日から３か月以内のもの。写し可）　本市に納付

すべき市税の滞納がないことを証明したもの。本市における納税義務がない者は、
「長岡市内に営業所がないため」等の理由書（様式任意）を作成し、記名、押印の
上、提出すること。

エ　納税証明書（発行日から３か月以内のもの。所轄税務署発行様式その３の３。写
し可）国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税の未納がないことを証明した



もの
　　　オ　国又は地方公共団体が実施する高齢者向けデジタル活用支援事業（スマートフォ

ン教室等）の受託実績を証明する書類（契約書及び業務内容が確認できるもの）の
写し

　　カ　代表者が支店長等に対して契約に関する権限を委任する場合は、委任状
　　　キ　暴力団排除対象者に該当しないこと等に係る誓約書（長岡市入札参加資格者名簿

への登録者又は長岡市に誓約書を２年以内に提出している者は、提出不要）
（２）提出期間
　　　令和８年５月１８日（月曜日）から同月２２日（金曜日）までの各日
　　　午前８時３０分から午後５時まで
（３）提出場所
　　　長岡市大手通２丁目６番地　大手通庁舎５階　ＤＸ推進部
（４）提出方法
　　　持参による。郵送は不可
（５）結果通知
　　　一般競争入札参加申請書を提出した者に対し、令和８年５月２６日（火曜日）午後５

時までに電子メールにより入札参加資格の審査結果を通知します。
（６）業務仕様書等の配布方法
　　　一般競争入札参加申請書の様式、業務仕様書等については、長岡市ホームページ内の

「産業・ビジネス‐入札契約情報‐入札公告-一般競争入札公告（その他の課）」のス
マートフォン教室企画運営等業務委託のページからダウンロードしてください。

４　業務仕様書等に関する質問
（１）受付締切日
　　　令和８年５月２６日（火曜日）正午まで
（２）受付方法

任意の様式により電子メールにて受け付けます。送信後、ＤＸ推進部（０２５８－３
９－２２０５直通）まで連絡してください。なお、土曜日又は日曜日に送信した場合は
翌月曜日に電話連絡をお願いします。

（３）送信先
　　　電子メール：itp@city.nagaoka.lg.jp

（４）回答方法
　　　質問に対する回答については、令和８年５月２７日（水曜日）午後５時までに入札参

加資格があると認めた者全員に対し、電子メールにより回答します。
５　入札及び開札の日時
（１）入札日時
　　　令和８年５月２９日（金曜日）午後１時
（２）開札時間
　　　入札締切後即時



（３）場所
　　　長岡市大手通２丁目６番地　フェニックス大手イースト

大手通庁舎８階　入札室
６　入札保証金及び契約保証金の額
（１）入札保証金
　　　免除します。
（２）契約保証金
　　　免除します。
７　その他
（１）入札金額

落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する
額を加算した金額（その額に１円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた
額）をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税を含まない金
額を入札書に記載してください。

（２）提出書類等の取扱い
　　ア　提出書類等の作成に要する費用は、提出者の負担とします。
　　イ　提出書類等は、入札参加資格審査以外の目的に使用しません。
　　ウ　提出された書類等は、返還しません。
（３）その他
　　　この公告に定めるもののほか、本業務の入札の実施については、長岡市財務規則、建

設工事等の入札者心得（平成６年長岡市公告第９２号）、建設工事等の再入札要領
（平成６年長岡市公告第９１号）及び関連する法令、規則等の定めるところによりま
す。


